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平成28年11月10日作成 

平成29年１月26日改訂 

平成30年１月23日改訂 

 

旭丘・小竹地域における保護者および地域説明会等で寄せられた主な意見等 

に対する区の考え方 

 

※下線表記については、保護者および地域説明会等（第３回）で寄せられた「主な意見と意見に対する

区の考え方」を追記しました。 

 

Ⅰ 対応方針案の策定について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

１ ○小中一貫教育と適正

配置を一体的な課題

と捉え、一つの対応

方針案で解決しよう

としている進め方に

無理がある。 

○小竹小学校は、児童数・学級数の増加が見込まれるものの、現在、旭

丘小学校は６学級、小竹小学校は11学級で、区内で１番目と４番目に

小規模な小学校です。旭丘中学校は６学級で３番目に小規模な中学校

です。この３校については、練馬区教育委員会で定める適正規模を下

回っています。また、いずれの学校施設も、最も古い校舎は築50年を

超えています。 

○こうしたことから、練馬区教育委員会では、児童・生徒数の動向や校

舎の改築時期などを踏まえ、学校の適正配置を進めていくこととして

います。【区立小・中学校および区立幼稚園の適正配置基本方針（平成

17年４月）】 

○また、校舎の改築計画や学校の適正配置を検討する際には、小中一貫

教育校の可能性についても、あわせて検討することとしています。【練

馬区小中一貫教育推進方策（平成24年２月）】 

 

１

の

２ 

○過小規模かもしれな

いが、旭丘小学校も

小竹小学校も存続さ

せる案を検討してほ

しい。 

○対応方針案は、旭丘・小竹地域においてより良い教育環境を提供する

ことを目的としています。 

○今後、旭丘小学校・小竹小学校ともに児童数は増加する見込みです。

しかし、旭丘小学校は、適正規模である12～18学級を確保する見通し

が立ちません。 

○学校は、集団生活を通して児童生徒の豊かな人間性や社会性を育て、

学力や体力の向上を図る場です。対応方針案を実施することにより、

将来に渡って、旭丘・小竹地域に適正規模の小学校を整備できると考

えています。 
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１

の

２

の

２ 

○小竹小の存続を願う

3,279名の署名を集

めて区議会に提出し

た。この反対意見を

どのように考えてい

るのか。 

 

 

○平成28年10月に開催した説明会でお示しした、旭丘小学校、小竹小学

校、旭丘中学校の３校を小中一貫教育校に再編する対応方針案は、旭

丘・小竹地域においてより良い教育環境を提供することを目的として

います。 

○平成29年３月に策定した「練馬区公共施設等総合管理計画」では、第

二章のリーディングプロジェクトにおいて、この対応方針案について、

より多くの保護者や地域の方々の意見を伺いながら進めていくことと

しています。 

 

１

の

３ 

○小竹小学校は小規模

校だが、十分な教育

環境が整っている。

過小規模を解消する

理由が分からない。 

○区立学校の適正規模は、小学校・中学校ともに12～18学級としていま

す。学校の統合・再編は、①統合対象校としたいずれの学校も廃止し、

新校を設置する方法、②対象校のみを廃止し、近接校の学区域に編入

する方法のいずれかの方法により行います。なお、統合・再編の組合

せによっては、適正規模を確保している学校も統合・再編の対象とな

ることがあります。この基本的な考え方については、練馬区学校施設

管理基本計画（素案）（平成28年10月）にお示ししています。 

○なお、平成20年２月に策定した「区立学校適正配置第一次実施計画」

に基づき、小学校８校を４校に統廃合した光が丘地区では、過小規模

を解消するため、適正規模である４校が統合対象校となりました。 

 

２ ○対応方針案は、どの

程度、確定的なもの

なのか、位置づけを

示して欲しい。 

○対応方針案は、旭丘・小竹地域においてより良い教育環境を提供する

ことを目的に、今後の対応について教育委員会事務局がまとめたもの

です。 

○説明会等を通じて、この案に対する地域の皆さま方からのご意見を踏

まえ、より良い対応方針を策定していきたいと考えています。 

○つぎに、この対応方針に基づき、行政計画の素案を策定し、さらにパ

ブリックコメントによりご意見を募集し、そのご意見を踏まえ、行政

計画を策定していきます。 

○なお、現段階は対応方針案に対して、広くご意見を伺っている段階で

あることから、対応方針の策定時期は未定です。 
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２ 

の

２ 

○対応方針案は練馬区

長の指示、方針と考

えて良いか。 

○「みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン」（平成27年３月）

および練馬区学校施設管理基本計画（素案）（平成28年10月）では、児

童・生徒数の動向や校舎の改築時期、小中一貫教育の取組などを踏ま

えて、区立学校の適正配置を進めることとしています。 

○対応方針案は、これらの計画に示した考え方に基づき、旭丘・小竹地

域においてより良い教育環境を提供することを目的に、今後の対応に

ついて教育委員会事務局がまとめたものです。 

○対応方針案を多くの保護者や地域の方々のご意見を伺いながら進めて

いくことが、練馬区および練馬区教育委員会の方針です。 

 

２

の

２

の

２ 

○他自治体の先進事例

を説明するより、具

体的なスケジュール

を含めた計画を示

し、その上で意見を

聴取して欲しい。 

 

○区としては、「練馬区公共施設等総合管理計画」に基づき、この対応方

針案について、より多くの保護者や地域の方々の意見を伺いながら進

めて参ります。 

○全体の計画については、今後の進捗に応じてお示ししたいと考えてい

ます。 

 

２

の

２

の

３ 

○小中一貫教育校につ

いて、反対意見を踏

まえ別の選択肢を地

域に提案することは

考えているのか。そ

れとも、他の選択肢

はなく、この場は説

得のために設けられ

ている場なのか。 

 

○過小規模の解消、学校施設の改築、小中一貫教育を含めた新たな教育

需要への対応など複合的な課題に総合的に取り組むため、旭丘小学校、

小竹小学校、旭丘中学校の３校を一つの新たな小中一貫教育校に統

合・再編する対応方針案をお示ししています。 

○平成28年12月の説明会では、この対応方針案に至る過程で検討した別

の案についてもご説明してきました。 

○「練馬区公共施設等総合管理計画」にお示ししているように、この対

応方針案について保護者や地域の方々の意見を伺いながら進めていく

こととしています。 

 

２

の

２

の

４ 

○少子高齢化が進展す

る中で学校の統廃合

は避けて通れない。

統廃合を進め、限ら

れた予算を教育のた

めに使っていくべき

である。 

 

○「みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン」（平成27年３月）

および「練馬区学校施設管理基本計画」では、児童・生徒数の動向や

校舎の改築時期、小中一貫教育の取組などを踏まえて、区立学校の適

正配置を進めることとしています。 

○あわせて、小中一貫教育やＩＣＴを活用した学習、少人数学習、外国

語学習など学校教育の充実に努めて参ります。 

○今後については、説明会等でいただいたご意見を踏まえて、教育委員

会で検討した案をお示ししたいと考えています。 
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３ ○小竹地域のバランス

のとれた教育環境

は、小竹町のまちづ

くりの魅力の一つで

あり、小竹小学校が

廃校になれば、幼い

子どもを持つ家庭に

とってその魅力が半

減し、小竹町が選ば

れなくなる危険性を

はらんでいる。 

○練馬区の小学校児童数は昭和54年（52,452人）、中学校生徒数は昭和57

年（24,114人）まで増加し、その後は減少に転じています。現在の児

童数（32,186人）、生徒数（13,748人）はピーク時の約６割です。 

○学校数は、平成22年に光が丘地域の小学校８校を４校に統合・再編し

たことに伴い、小学校は69校から65校に減少しましたが、中学校は34

校のままです。 

○年少人口（０～14歳）の減少が予測される中、学校の適正配置は全国

的にも大きな課題となっています。練馬区においても、子どもたちの

良好な教育環境を提供するため、過小規模校を中心に区立学校の統

合・再編に取り組む必要があると考えています。 

○旭丘小学校と小竹小学校の学区域を合わせると旭丘中学校の学区域に

なりますが、その面積は約90haです。区内には、学区域の面積が90ha

を超える小学校は16校あります。また、平成28年５月１日現在の旭丘

小学校と小竹小の児童数を合わせると415人ですが、この児童数を超え

る小学校は42校です。 

○お示ししている対応方針案は、旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校

の３校を廃止し、新たな小中一貫教育校を設置するものです。学区域

は、旭丘小学校と小竹小学校の学区域を合わせた区域（旭丘中学校の

学区域と同じ）とします。新たな小中一貫教育校は、予定している学

区域のほぼ中間に位置する旭丘小学校・旭丘中学校の跡地に整備した

いと考えています。 

 

４ ○アンケートをとり、

区民の意見を踏まえ

た上でどこに小中一

貫教育校を設置する

か決めるべきではな

いか。 

○過小規模の解消、学校施設の改築、小中一貫教育を含めた新たな教育

需要への対応など複合的な課題に総合的に取り組むため、旭丘小学

校・小竹小学校・旭丘中学校の３校を一つの新たな小中一貫教育校に

統合・再編する方針をお示ししています。新たな小中一貫教育校は、

予定している学区域のほぼ中間に位置する旭丘小学校・旭丘中学校の

跡地に整備したいと考えています。 

○まずは、対応方針案について保護者や地域の方々に十分な説明を行っ

ていくべきであると考えています。 

○アンケートの実施については、現時点では考えていません。 

○今後具体化に当たり、子どもたちにとって魅力ある学び舎となるよう

検討していきます。 

 

４

の

２ 

○地域の声を今後どの

ように聞いていくの

か。子どもの声も聞

いてほしい。 
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５ ○次回の説明会の時期

がいつ頃になるか示

して欲しい。 

○現在、対応方針案に対するご意見・ご質問をとりまとめ、対応方針案

の修正案を検討しているところです。 

○次回の説明会の開催日程・会場が決まりましたら、児童・生徒、区ホ

ームページ、町会の掲示板・回覧板などを通じてお知らせいたします。 

 

５

の

２ 

○対応方針案を策定す

るのにあたり、「三鷹

方式（コミュニティ

スクールを基盤とし

た小中一貫教育）」に

ついても検討した

か。 

 

○平成28年６月、練馬区小中一貫教育推進方針を策定するにあたり、三

鷹市をはじめ先進地区の取組も参考にしました。対応方針案は、練馬

区小中一貫教育推進方針を踏まえ策定しています。 

５ 

の

３ 

○旭丘中学校の過小規

模はＩＣＴ、手厚い

英語授業により改善

されると思う。一貫

校設置以外の案は考

えていないのか。 

○旭丘中学校では、過小規模校ならではの良さを活かし、英語教育をは

じめ、教員の目が行き届いた教育活動が行われています。 

○教育委員会としては、教育効果を高めるため、学校の要望に応じて学

力向上支援講師を配置し支援しています。また適時、指導主事による

学校訪問も行い、学校の要望の把握に努めてきました。 

○学校としても、通学区域内の学校である旭丘小学校・小竹小学校との

小中一貫教育の取組を進めるなど連携を深めてきました。また、地域

の皆さまの支援により、学校の魅力を高める取組を進めています。 

○しかし、このような取組を行ってきましたが、残念ながら生徒数の増

加にはつながっていません。 

○旭丘中学校は隣接する学校との距離が離れており、他の中学校との統

合・再編は困難だと考えています。旭丘中学校は旭丘・小竹地域に必

要な中学校と考えており、小中一貫教育校に再編し、あわせて地域の

３大学との連携強化などに取り組み、生徒に選択される学校づくりを

していきたいと考えます。 
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５

の

４ 

○子ども達のために決

して悪いようにはし

ないと思っている。

やるのであれば、良

い学校を作ってほし

い。 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校は平成23年度から小中一

貫教育の取組を進めています。また、この３校では、地域特性を活か

し３大学との連携をそれぞれで進めています。 

○旭丘・小竹地域における教育環境には、①過小規模校の解消、②学校

施設の改築、③小中一貫教育を含めた新たな教育需要への対応などの

課題があります。 

○このような複合的な課題に対して、総合的に取り組むため、これまで

の小中一貫教育や地域特性を活かした大学連携の取組を一層進めると

ともに、施設一体型の小中一貫教育校を設置することにより、旭丘・

小竹の地域にとって魅力ある学校づくりを進めたいと考えています。 

 

５ 

の 

５ 

○前向きに検討してい

るので、早く決定し

てほしい。反対の声

が多くて大変だろう

が、良い学校を作っ

てほしい。 

５

の

５

の

２ 

○卒業生のためではな

く、子どもたちのた

めに早期実行を求め

る。 

 

５

の

６ 

○ただ小中一貫教育校

を作るより、「義務教

育学校」に魅力を感

じる。教育の中身を

世界的なレベルで最

新にしてほしい。 

○義務教育学校の設置については、練馬区小中一貫教育推進方針におい

て今後検討すべき課題であるとしています。今後も、先進校の取組を

研究し、練馬区型小中一貫教育を進めていきたいと考えています。 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の三校では、子どもたちが課題

を解決していく力を育むために、世界的な学習プログラムの一つであ

る国際バカロレアに関する合同研究を行っています。 

 

５

の

７ 

○小竹、旭丘間の保護

者に溝ができてしま

っている状況で、ど

のように地域の協力

を得るのか 

○対応方針案をお示ししたことにより、保護者や地域の方々にご心労を

おかけしていることについては、大変申し訳なく思っております。 

○しかし、対応方針案は、旭丘・小竹地域においてより良い教育環境を

提供することを目的としてお示ししているものです。 

○説明会等を通じて、対応方針案について十分な説明を行い、ご理解い

ただけるように努めて参ります。 
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５

の

８ 

○学校の公共性の高さ

を考えれば、教育委

員会だけでの話し合

いでは収まらない。

別部署の担当者も交

えた意見交換会を開

催してほしい。 

○現時点では、旭丘・小竹地域においてより良い教育環境を提供するこ

とを目的とした対応方針案についてご説明しているところです。その

ため、説明会には、教育委員会事務局の職員が出席させていただいて

います。 

○説明会で伺ったご意見やご質問は、関連部署に情報提供を行っていま

す。 

○今後、新たな小中一貫教育校に設置予定の学童クラブや避難拠点の運

営など、具体的なご説明を行う際は、関係部署の職員も同席すること

を考えています。 

 

５

の

９ 

○中核となる小竹小学

校が廃校となること

で、まちの魅力やブ

ランド力が低下し、

小竹町の衰退につな

がる。 

 

○学校は、児童生徒の教育のための施設であるだけでなく、地域にとっ

て最も身近な公共施設です。小竹小学校を基盤として、様々な地域活

動が活発に行われていることは承知しています。 

○区としては、様々な地域活動について、地域のご要望に応じて支援し

ていきたいと考えています。新しく設置する学校が基盤となって活発

な地域活動が行われることを期待しています。 

○仮に、小竹小学校が閉校となった場合でも、小竹町の地域活動が継続・

発展でき、小竹町のシンボルとなるような跡施設の活用方法について

ご提案いただきたいと考えています。 

○これまでに実施した光が丘地域の小学校の統合・再編にあたっては、

統合準備会を立ち上げ、統合まで２年間の準備期間を設け、統合対象

校それぞれの特色を統合新校へ引き継ぐため、十分話し合いを行い、

統合新校の教育方針などを決めた実績があります。 

○このように、光が丘地域では学校の統廃合に伴い、新たな地域コミュ

ニティが構築され、現在でも様々な地域活動が行われています。 

○お示ししている対応方針案により、旭丘・小竹地域において魅力ある

学校づくりを進めたいと考えています。 

 

５

の

９

の

２ 

○小竹小学校が無くな

るとコミュニティの

維持が難しくなる。

再考して欲しい。 

 

５

の

９

の

３ 

○学校の統廃合によっ

てコミュニティを一

から構築し直さなけ

ればならない。その

間、影響を受けるの

は子ども達である。 

 

５

の

10 

○旭丘小と旭丘中を建

替え、魅力ある小中

一貫教育校を設置す

ることで区外に流出

した児童を取り戻

す。また、小竹小も

建替え、財政的にも

少し軽減できる案を

提案する。 

○小竹小学校を当面存続できるご提案ではありますが、旭丘小学校の過

小規模の解消には至らないこと、新しい学校を設置するにあたって、

校名や校歌、校章だけでなく地域との関わりや学校で取り組む教育活

動について、小竹小学校の保護者の方や関係者の方のご意見を反映で

きなくなるデメリットもあると考えています。 

○小竹小学校の学区域は旭丘中学校の学区域内にあり、卒業生の指定校

が旭丘中学校であることから、新しい学校づくりの当初から小竹小学

校の関係者に加わっていただくことが必要だと考えています。 
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５

の

11 

○小竹小は１町会１小

学校のモデルと言え

るのではないか。 

 

○区内には、小学校の学区域と一つの町会の区域が一致している学校は

小竹小学校しかありません。 

○残りの64校は、複数の町会・自治会の方々が学校運営に関わっていた

だいており、地域の皆様のご理解とご協力の下で学校運営がなされて

います。 

 

５

の

12 

○子どもの数が少ない

のであれば、学校数

を減らすのではな

く、１学級あたりの

人数を減らせば良い

のではないか。 

 

○「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、公立小学

校第１学年は35人編制基準、それ以外は40人編制基準により学級編成

を行います。 

○ただし、小学校第１・第２学年および中学校第１学年は、一部で東京

都独自の教員加配制度による学級編制を実施しています。 

○一方、練馬区では、児童生徒の学力向上に向けて、区立小中学校にお

いて少人数指導やティームティーチングなどの個に応じた指導の充実

を図っています。 

 

５

の

13 

○ほぼ内容が同じ説明

会にも関わらず、な

ぜ第３回の説明会の

開催は１回なのか。

今後も説明会を開催

するのか。 

 

○平成28年度に開催した説明会は、いずれも平日の夜間、休祝日の日中

に開催しました。 

○第２回の説明会は、第１回に説明した全体的な内容を補足し、より詳

しく意見交換をさせていただくため、旭丘小学校・小竹小学校のそれ

ぞれで開催いたしました。 

○第３回で説明した内容は、施設一体型小中一貫教育校についての限定

的な内容です。また、対応方針案では施設一体型小中一貫教育校の設

置場所は、現在の旭丘中学校の位置を考えていることから、開催場所

を旭丘中学校としました。 

○なお、開催時間は、より多くの方々にご出席いただくために配慮しま

した。 

○第３回の説明会でいただいたご意見等を踏まえて、再度説明会を開催

したいと考えています。また、ご要望いただければ個別にご説明いた

します。 
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５

の

14 

○今後当事者となる、

現在幼稚園や保育園

に通園している保護

者の出席者数が少な

い。どのような周知

をしているのか。よ

り多くの意見を聴く

ための工夫が必要で

はないか。 

 

○説明会の開催については練馬区ホームページで周知したほか、案内文

書については学校を通じて保護者の方々にお渡ししました。また、案

内文書の公設掲示板への掲示と回覧を町会にお願いしました。 

○この地域内の幼稚園や保育園を通じた周知など周知の方法つきまして

は検討していきます。 

 

５

の

15 

○区は学校の経営面の

みを考えており危険

に感じている。ＷＨ

Ｏでは子どもの数

100人を上回っては

ならないとしてい

る。統廃合をやめて

少人数教育を進める

べきである。 

 

○日本と海外では教育事情が異なります。日本の学校では、行事や学級

活動によって人間関係を育むことができます。そのためには、学級活

動においては、一定程度の学級規模が必要です。 

○また、算数・数学、英語など教科の特性によって、少人数で行った方

が効果的な教科については多くの区立小中学校で少人数教育を実施し

ています。 

○国は学校教育法施行規則において、学級数の標準規模を12～18学級と

定めています。教育委員会では、小学校では全学年でクラス替えを可

能とし、同学年に複数の教員を配置できること、中学校では生徒同士

の交流や学習面、部活動の充実を図るため、いずれも12～18学級を適

正規模としました。児童・生徒数の減少が予測される中、子どもたち

が良好な教育環境の中で学び成長することができるよう適正配置を進

めることとしています。 

 

５

の

16 

○なぜこれまで区は改

築を行ってこなかっ

たのか。新校になれ

ば、設備の充実や施

設の複合化が可能と

なるが、小中一貫教

育校とは全く別の話

である。このような

理想的な良いイメー

ジだけを植え付ける

ことはやめて欲し

い。 

 

○練馬区には、区立小中学校が99校あります。昭和30～50年代に毎年複

数校建設されており、築50年を経過している学校が約４割を占めてい

ます。そのため、区の財政状況を踏まえ、計画的な改築・改修を進め

ていく必要があります。 

○「練馬区学校施設管理基本計画」では、改築にあたっては、新たな教

育需要へ対応するとともに、バリアフリー化やＩＣＴ化、児童の放課

後の居場所の確保など、今後の学校施設に必要な機能を確保していく

ことをお示ししています。 

○説明会では、学校施設の管理についての基本的な考え方についてご説

明することも重要であると考えています。 
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５

の

17 

○21世紀の教育内容の

実現を目指すにも関

わらず、学校数は昭

和54年を基準にする

のか。世界的には少

人数学校が行われて

おり、少人数教育を

実現するチャンスで

はないか。 

 

○社会情勢が大きく変化していくこの先、必要な区民サービスを提供し

つつ施設数・施設面積を可能な限り縮減するために、区民全体の視点

で区立施設のあり方を見直していく必要があります。 

○練馬区では、児童・生徒の学力向上に向けて、区立小中学校において

少人数指導やティームティーチングなどの個に応じた指導の充実を図

っています。 

 

５

の

18 

○適正規模という表現

は、適正規模以外の

学校が不適正と聞こ

える。 

 

○過小規模校に過小規模校の、過大規模校には過大規模校の良さはある

ものの、過小規模校では、集団生活の良さが生かされにくく、学年や

学校全体の活気が低下する傾向があります。特に、単学級ではクラス

替えができないため、交友関係が固定化しやすく、多様なものの見方・

考え方にふれる機会が少なくなります。また、中学校は教科担任制の

ため、過小規模校は、教員が少なく、授業改善の取組や部活動などが

制限され、生徒のニーズや興味・関心に十分応えられない傾向があり

ます。 

○国は学校教育法施行規則において、学級数の標準規模を12～18学級と

定めています。教育委員会では、小学校では全学年でクラス替えを可

能とし、同学年に複数の教員を配置できること、中学校では生徒同士

の交流や学習面、部活動の充実を図るため、いずれも12～18学級を適

正規模としました。児童・生徒数の減少が予測される中、子どもたち

が良好な教育環境の中で学び成長することができるよう適正配置を進

めることとしています。 

 

５

の

19 

○小竹小だけではな

く、旭丘小、旭丘中

も統廃合の対象にな

ることについて説明

すれば、より理解が

深まるのではない

か。 

 

○現在、保護者や地域の方々にお示ししている対応方針案は、旭丘小学

校、小竹小学校、旭丘中学校の３校を廃止し、新たな小中一貫教育校

を設置するものです。 

○第３回の説明会で配布した資料にも記載があるとおり、新たな小中一

貫教育校を設置した場合は、○○小学校と○○中学校のように新たな

学校を設置し、新校の名称もそれぞれ新たな名称になります。 

○そのため、対応方針案では旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校の３

校はいずれも閉校となります。 
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５

の

20 

○アクションプランお

よび公共施設等総合

管理計画実施計画

（素案）で今後５年

間「調整」となって

いる。なぜ、パブリ

ックコメントにより

意見を募集している

ことを説明しなかっ

たのか。 

 

○「みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン素案」および「公

共施設等総合管理計画〔実施計画〕（素案）」では、旭丘小学校、小竹

小学校、旭丘中学校の３校を小中一貫教育校へ再編する方針を定め、

より多くの保護者や地域の方々の意見を伺いながら進めていく事業計

画を掲載し、平成34年度の計画目標を「小中一貫教育校設置に向けた

調整」としています。 

○この度の説明会では、旭丘・小竹地域における新たな小中一貫教育校

の設置に向け、「施設一体型小中一貫教育校」をテーマとしました。限

られた時間の中で、ご出席いただいた方からの質問の時間をより多く

確保するため、説明の内容と時間を極力限定しています。ご理解くだ

さい。 

 

「Ⅰ 対応方針案の策定」に関するその他の意見 

○対応方針案を白紙撤回することはできるのか。そのためには、住民はどのように行動していけばよい

のか。【№２関連】 

○地域住民の反対を押し切ってまで進めるものではないとの姿勢に変わりはないか。【№２関連】 

○予算面や学校の過小規模を理由に廃校を検討するのではなく、地域住民の声を吸い上げ、再考して欲

しい。【№２関連】 

○初めから廃校ありきで話が進んでいるように感じる。このような案が示されると後戻りができない。

まずは、資料中から対応方針案を削除して欲しい。【№２関連】 

○行政は「地域の特性を活かした学校づくり」を掲げているが、地域の理解があって初めて実現できる

ことである。新しい学校づくりを地域と共に進めるためには、住民との合意形成を十分に行って欲し

い。【№２関連】 

○住民との協議を継続すべき。強行的に決めることだけはしないでほしい。【№２関連】 

○説明会では、ほとんどの参加者が反対であるという印象を受けた。説得材料が少ないと思う。 

○区は机上の空論により、数多くの反対住民の声を無視して推し進めようとしている。【№２関連】 

○どうすれば対応方針案に反対する区民の方々に理解していただけるかが課題だと感じている。【№２関

連】 

○放課後の居場所づくり事業をそれぞれの小学校で進めているが、小中一貫教育校が設置された場合、

どのようになるのか。【№31関連】 

○学校は歴史があるものであり、単に器をつくれば良いというものではない。【№５の７関連】 

○「説明会」ではなく、「話し合う会」や「考える会」にした方が良い。 

○通学距離、生徒数、予算などの机上の論理だけでなく、自分のことに置き換えて、そこで生活する人

たちの状況（家を購入・転勤しづらい）にも配慮してほしい。 
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Ⅱ 過小規模の解消（適正配置）について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

６ ○旭丘小学校の学区域

を見直し、近隣の小学

校の学区域に割り振

れば統合を行う必要

がないのでは。 

○他校との統合を行わず、旭丘小学校のみを閉校すると仮定し、学区域

を見直した場合、最長の直線距離は、小竹小学校まで約1.5㎞、豊玉東

小学校まで約1.4㎞、開進第三小学校まで約1.8㎞になります。そのた

め、旭丘小学校の学区域を他の学区域に編入することは困難だと判断

しました。 

○一方で、学区域が隣接する豊玉東小学校と開進第三小学校の通学区域

の一部の変更について検討を行いましたが、豊玉東小学校は平成24年

度以降、過小規模が続いています。過小規模校の間で学区域を変更し

ても課題の解決にはつながりません。 

○また、開進第三小学校は、平成28年度現在、20学級と比較的学級規模

が大きいものの、旭丘小学校に近い栄町の通学区域を旭丘小学校に編

入した場合でも、適正規模を確保する見通しが立ちません。 

○これらの状況を勘案し、旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校

を一つの新たな小中一貫教育校に統合・再編することを提案していま

す。 

 

６

の

２ 

○開進第三小学校の学

区域は広く、児童数は

多いが、校庭は狭く危

ない。また、踏切や環

状七号線を渡ってく

る子どもたちもいる

ので、その区域を旭丘

小学校の学区域にし

てはどうか。 
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６

の

３ 

○対応方針案は初めか

ら廃校ありきである。

旭丘だけで小中一貫

にする方法、旭丘一丁

目と二丁目を分けて

別の校区にするなど、

まずは旭丘を立て直

す方策を考えるべき。

きちんと他の案の賛

否を住民に提示すべ

きである。 

 

○過小規模の解消、学校施設の改築・改修、小中一貫教育を含めた新た

な教育需要への対応など、複合的な課題に対して総合的に取り組むた

め、旭丘・小竹地域におけるこれまでの小中一貫教育や大学連携の取

組を一層進めるとともに、施設一体型の小中一貫教育校を設置するこ

とにより、魅力ある学校づくりを進めたいと考えています。 

○平成28年12月の説明会では、この対応方針案に至る過程で検討した別

の案についてもご説明してきました。 

○学校の統合・再編は、①統合対象校としたいずれの学校も廃止し、新

校を設置する方法、②対象校のみを廃止し、近接校の学区域に編入す

る方法のいずれかの方法により行います。なお、統合・再編の組合せ

によっては、適正規模を確保している学校も統合・再編の対象となる

ことがあります。この基本的な考え方については「練馬区学校施設管

理基本計画」にお示ししています。 

○他校との統合を行わず、旭丘小学校のみを閉校すると仮定し、学区域

を見直した場合、最長の直線距離は、小竹小学校まで約1.5㎞、豊玉東

小学校まで約1.4㎞、開進第三小学校まで約1.8㎞になります。そのた

め、旭丘小学校の学区域を他の学区域に編入することは困難だと判断

しました。 

○一方で、学区域が隣接する豊玉東小学校と開進第三小学校の通学区域

の一部の変更について検討を行いましたが、豊玉東小学校は平成24年

度以降、過小規模が続いています。過小規模校の間で学区域を変更し

ても課題の解決にはつながりません。 

○開進第三小学校は、平成28年度現在、20学級と比較的学級規模が大き

いものの、旭丘小学校に近い栄町の通学区域を旭丘小学校に編入した

場合でも、適正規模を確保する見通しが立ちません。 

○このほか、児童数が増加している小竹小学校の学区域を分割する案と

して、小竹町一丁目を旭丘小学校の学区域に編入した場合は、小竹小

学校が過小規模校になります。 

○旭丘小学校と旭丘中学校の２校により、小中一貫教育校を設置した場

合、学校の統廃合を伴わないため、児童生徒数の増加にはつながりま

せん。 

○「練馬区公共施設等総合管理計画」でお示ししているように、この対

応方針案について、より多くの保護者や地域の方々の意見を伺いなが

ら進めていくこととしています。 
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７ ○なぜ、将来的に児童数

の増加が見込まれ、適

正規模になる小竹小

学校を廃校するのか。 

○通学区域の変更により、適正規模を確保することが困難な場合は、学

校の統合により適正規模を確保していく必要があります。その際、必

ずしも過小規模校同士が隣り合っているとは限りません。 

○なお、平成20年２月に策定した「区立学校適正配置第一次実施計画」

に基づき、小学校８校を４校に統廃合した光が丘地区では、過小規模

を解消するため、適正規模である４校が統合対象校となりました。 

 

８ ○なぜ、旭丘と小竹町を

一体的に捉える必要

があるのか。 

○旭丘中学校の通学区域は、旭丘小学校と小竹小学校の通学区域をあわ

せた区域です。その広さは約90haで、区内には学区域の面積が90ha

を超える小学校は16校あります。 

○平成28年５月１日現在の旭丘小学校と小竹小学校の児童数を合わせ

ると415人です。この児童数を超える小学校は42校です。 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校は、平成23年度から小中

一貫教育の取組を進めています。 

○小竹小学校以外で旭丘小学校と学区域が隣接する豊玉東小学校と開

進第三小学校の学区域の一部変更について検討しましたが、【主な意

見：№６】でお示ししているとおり旭丘小学校の過小規模の解消には

つながりません。 

○旭丘中学校の位置は、旭丘小学校と小竹小学校の学区域を合わせた区

域のほぼ中間に位置しており、２校の小学校の学区域で、最も遠くか

ら通われる児童の通学距離は、直線距離でそれぞれ約１㎞です。 

○これらの状況を勘案し、旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校

を一つの新たな小中一貫教育校に統合・再編することを提案していま

す。 
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８

の

２ 

○少子高齢化と区は説

明しているが、小竹地

域の人口は増加して

いる。小竹小を廃校に

してまで一緒にする

必要性がわからない。 

 

○平成29年５月１日現在、旭丘小学校は６学級、小竹小学校は12学級で、

区内で１番目と６番目（児童数では５番目）に小規模な学校です。旭

丘中学校は３番目に小規模な学校です。 

○また、平成29年５月１日現在の旭丘小学校と小竹小学校の児童数を合

わせると427人です。この児童数を超える小学校は42校です。 

○これまでの説明会では、平成33年度までの見通しとして、旭丘小学校

と小竹小学校の児童数が増加する一方で、旭丘小学校と旭丘中学校の

過小規模は解消されないことをお示ししています。 

○通学区域の変更により、適正規模を確保することが困難な場合は、学

校の統合により適正規模を確保していく必要があります。その際、必

ずしも過小規模校同士が隣り合っているとは限りません。 

○過小規模の解消、学校施設の改築、小中一貫教育を含めた新たな教育

需要への対応など複合的な課題に総合的に取り組むため、旭丘・小竹

地域におけるこれまでの小中一貫教育や大学連携の取組を一層進め

るとともに、施設一体型の小中一貫教育校を設置することにより、魅

力ある学校づくりを進めたいと考えています。 

 

９ ○旭丘地域と小竹地域

で子どもの数に差が

出ている原因につい

て把握しているのか。 

○練馬区人口ビジョン（平成27年12月）では、練馬区全体の人口動態を

分析していますが、町丁目ごとでの分析は行っていません。子どもの

数の差の原因については明確に説明することは困難です。 

○平成18年１月１日から平成28年１月１日までの住民基本台帳の人口

を見ると、旭丘は7,085人から7,078人で横ばいですが、小竹町は7,842

人から8,865人で、1,023人、約13％増加しています。一方、平成28

年１月１日現在の練馬区全体の年少人口比率（人口に占める０～14歳

人口の割合）は12.3％ですが、旭丘は6.49％、小竹町は9.46％でいず

れも下回っています。 

○区立学校の適正配置の検討にあたっては、毎年、東京都が更新する「東

京都教育人口等推計」の児童・生徒数、学級数を注視していきます。 
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10 ○旭丘の２校で設置す

る小中一貫教育校が

魅力の高い学校とな

れば、小竹小学校の児

童も自然と選択する

はずである。小竹小学

校の廃校と小中一貫

教育校の設置を同時

に進める必要はない

と思う。 

○対応方針案は、旭丘・小竹地域においてより良い教育環境を提供する

ことを目的としています。 

○小竹小学校は、児童数・学級数の増加が見込まれるものの、現在、旭

丘小学校は６学級、小竹小学校は11学級で、区内で１番目と４番目に

小規模な小学校です。旭丘中学校は６学級で３番目に小規模な中学校

です。また、いずれの学校施設も、最も古い校舎は築50年を超えてい

ます。 

○旭丘中学校の通学区域は、旭丘小学校と小竹小学校の通学区域を合わ

せた区域です。その広さは約90haで、区内には学区域の面積が90ha

を超える小学校は16校あります。 

○平成28年５月１日現在の旭丘小学校と小竹小学校の児童数を合わせ

ると415人です。この児童数を超える小学校は42校です。 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校は平成23年度から小中一

貫教育の取組を進めています。 

○過小規模の解消、学校施設の改築・改修、小中一貫教育を含めた新た

な教育需要への対応など複合的な課題に対して、総合的に取り組むた

め、旭丘・小竹地域におけるこれまでの小中一貫教育や大学連携の取

組みを一層進めるとともに、施設一体型の小中一貫教育校を設置する

ことにより、魅力ある学校づくりを進めたいと考えています。 

 

10 

の

２ 

○各学校の校舎改築に

より魅力ある学校を

作ることが先決では

ないか。予算が厳しい

とは思うが、子どもへ

の先行投資と捉えて

ほしい。 

  



17 

 

11 ○６年間クラス替えが

できない教育環境に

心配している。大学連

携など魅力ある学校

づくりを進めて欲し

い。 

 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校は平成23年度から小中一

貫教育の取組を進めています。また、この３校では、地域特性を活か

し３大学との連携をそれぞれで進めています。 

○一方で、旭丘・小竹地域における教育環境には、①過小規模校の解消、

②学校施設の改築、③小中一貫教育を含めた新たな教育需要への対応

などの課題があります。 

○加えて、交通の便が良く都心部に近い旭丘・小竹地域は、とりわけ学

区域内の入学率が低い傾向にあることから、過小規模校の解消と同時

に、魅力ある学校づくりを進めていく必要があります。 

○このような複合的な課題に対して、総合的に取り組むためには、これ

までの小中一貫教育や地域特性を活かした大学連携の取組を一層進

めるとともに、施設一体型の小中一貫教育校を設置することにより、

魅力ある学校づくりを進めたいと考えています。 

○旭丘中学校は隣接する学校との距離が離れており、他の中学校との統

合・再編は困難であると考えています。旭丘中学校は旭丘・小竹地域

に必要な中学校と考えており、小中一貫教育校に再編し、あわせて地

域の３大学との連携強化などに取り組み、生徒に選択される学校づく

りをしていきたいと考えています。 

 

 

11 

の

２ 

○国立・私立への流出が

旭丘中学校の過小規

模の原因であるなら、

小中一貫教育校の設

置で問題は解消され

ず、新たな小中一貫教

育校を作っても、いず

れまた統廃合を検討

することになりかね

ない。通学区域を含め

た見直し・検討が必要

である。 

 

11

の

３ 

○小中一貫教育校では

中学生の生徒数が増

えることが見込まれ

ての提案なのか。 

 

○新たな小中一貫教育校の生徒数の確保対策については、旭丘小学校、

小竹小学校、旭丘中学校の３校の校長先生方にお集まりいただき、検

討していただいています。 

○新たな小中一貫教育校では、施設面のほか特色ある教育活動を実現す

ることにより、魅力ある学校づくりを行っていきます。 

○旭丘中学校は隣接する学校との距離が離れており、他の中学校との統

合・再編は困難であると考えています。旭丘中学校は旭丘・小竹地域

に必要な中学校と考えており、小中一貫教育校に再編し、あわせて地

域の３大学との連携強化などに取り組み、生徒に選択される学校づく

りをしていきたいと考えています。 
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12 ○将来推計はどの程度、

先を見越した推計で

あるのか。また、推計

値はどの程度、信頼性

があるのか。 

○東京都教育人口等推計は向こう５年間の推計です。 

○転出・転入、国公私立への進学状況等により、数値は変動します。 

○練馬区人口ビジョン（平成27年12月）は、概ね45年後の平成72年ま

での将来人口を推計しています。地域別人口の推計結果を見ると、練

馬地域（〒176地域）における年少人口（０～14歳）は、平成27年は

17,645人、平成72年は19,410人で1,765人、約10％増加する可能性が

あるとされています。 

○ただし、この将来推計は、平成27年１月１日時点の住民基本台帳人口

をベースに過去５年間の住民基本台帳人口の増加率を使って将来人

口を推計していること、また地域別であることから、必ずしも旭丘・

小竹地域の年少人口が増加するとは限りません。 

○仮に旭丘・小竹地域の年少人口が10％増加すると想定した場合、平成

28年５月１日現在の旭丘小学校、小竹小学校の児童数は合わせて415

人であるため、機械的に計算すると、平成72年時点で42名程度増加し、

適正規模の範囲内の457名程度となります。 

 

12 

の

２ 

○短期的視点ではなく、

中期的視点で検討し

てほしい。 

13 ○国では６学級を過小

規模に定めているが、

区はなぜ11学級とし

ているのか。 

○国では、学級数について「学校教育法施行規則」において、「12学級

以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別

の事情のあるときは、この限りでない。」と規定しています。 

○「練馬区学校施設管理基本計画（素案）」において、小学校・中学校

ともに12学級以上18学級以下を適正規模とし、国の標準規模の考え方

に合わせることとしています。 

 

13

の

２ 

○小規模校にはその良

さがあり、魅力を感じ

ている方々もいる。適

正化を図れば良いと

いう訳ではない。 

 

○国は学校教育法施行規則において、学級数の標準規模を12～18学級と

定めています。教育委員会では、小学校では全学年でクラス替えを可

能とし、同学年に複数の教員を配置できること、中学校では生徒同士

の交流や学習面、部活動の充実を図るため、いずれも12～18学級を適

正規模としました。児童・生徒数の減少が予測される中、子どもたち

が良好な教育環境の中で学び成長することができるよう適正配置を

進めることとしています。 

○一方、算数・数学、英語など教科の特性によって、少人数で行った方

が効果的な教科については多くの区立小中学校で少人数教育を実施

しており、これからも充実していきます。 
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14 ○小規模校には小規模

校なりのメリットが

あり、小中一貫教育校

が設置されれば、小規

模校に魅力を感じ、越

境を希望すると思う

が、越境は可能なの

か。 

○指定校の変更（いわゆる「越境」）については、各自治体の教育委員

会で承認基準を設けており、この基準により取り扱っています。 

○小中一貫教育校であっても同様です。 

15 ○小竹町二丁目から旭

丘小学校まで直線距

離で約１㎞あること

から、小学校低学年の

通学での安全面に非

常に不安があり、通学

することは困難であ

る。 

○旭丘中学校の通学区域は、旭丘小学校と小竹小学校の通学区域をあわ

せた区域です。その広さは約90haで、区内には学区域の面積が90ha

を超える小学校は16校あります。 

○なお、練馬区では新校までの通学距離については、児童・生徒の過大

な負担とならないよう、小学校1,000m、中学校1,500mを目安として

います。 

○また、新たに通学路が設定された後になりますが、スクールゾーンや

防犯カメラの設置箇所などの見直しについて十分な検討が必要だと

考えています。安全面について最大限の配慮を行っていきます。 

○小学校の通学距離については1,000ｍを目安とし、児童一人ひとりに

とって過大な負担にならないように配慮して通学区域を考えていく

必要があります。通学区域内の児童の住まいの分布は年ごとに変化す

ることも想定できます。「人数×通学距離」という考え方には無理が

あると考えます。 

○平成29年度現在、学童擁護員を旭丘小学校に２名、小竹小学校に３名

配置しています。また、通学路に防犯カメラを両校に５台ずつ設置し

ています。 

○新たな小中一貫教育校を設置した際には、通学路は学校で設定される

ことになりますが、学童擁護員の配置場所の変更と防犯カメラの移設

は必要になると考えています。 

○スクールゾーンについては、警察の所管になりますが、地域の皆様と

協力して、警察に働きかけていきます。 

 

15 

の

２ 

○通学距離の検証は、

「人数×移動距離」で

考えるべきではない

か。 

15

の

２

の

２ 

○新校まで通わせるこ

とに不安を感じてい

る。子どもの通学対策

はどのようにするの

か。 
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15

の

３ 

○旭丘小と小竹小を統

合した小中一貫教育

校にするのではなく、

広範囲から通える学

校にした方が良いの

ではないか。 

 

○練馬区教育委員会では、区立中学校の活性化と魅力ある学校づくりを

目指し、保護者と生徒の意思を尊重する公平で透明性のある制度の実

現を図るため、平成17年度から区立中学校で学校選択制度を実施して

います。 

○一方、小学生と中学生では、自力で通学できる範囲が異なることから、

小学校で学校選択制を導入する考えはありません。また、新たに小中

一貫教育校を設置した場合でもその考えは同様です。 

○練馬区では新校までの通学距離について、児童・生徒の過大な負担と

ならないよう、小学校1,000m、中学校1,500mを目安としています。 

○新校の設置を予定している旭丘中学校の位置は、旭丘小学校と小竹小

学校の学区域を合わせた区域のほぼ中間に位置しており、２校の小学

校の学区域で、最も遠くから通われている児童の通学距離は、直線距

離でそれぞれ約1,000mです。 

 

16 ○過小規模校の全国的

な状況が知りたい。ま

た、過小規模校のプラ

ス面について説明し

て欲しい。 

○全国的な傾向として、年少人口（０～14歳）は1980年代初めの2,700

万人規模から減少を続けており、2015年（平成27年）に1,500万人台

に減少し、2046年（平成58年）には、1,000万人を割り込み、2060

年（平成72年）にはおよそ791万人になることが推計されています。 

○今後、少子化が更に進むことが予測される中、子どもたちに良好な教

育環境を確保するため、学校の小規模化への対応は全国的な課題とな

っており、23区内でも学校の適正配置の取組が進められています。 

○一方、一般に過小規模校には下記のようなメリットが存在すると言わ

れています。 

 ・一人ひとりの学習状況や学習内容の定着状況を的確に把握でき、補

充指導や個別指導を含めたきめ細やかな指導が行いやすくなる。 

 ・意見や感想を発表できる機会が多くなる。 

 ・様々な活動において、一人ひとりがリーダーを務める機会が多くな

る。 

 ・運動場や体育館、特別教室などを余裕をもって使える など 
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「Ⅱ 過小規模の解消（適正配置）」に関するその他の意見 

○小竹小学校は、旭丘小学校の過小規模の解消のために犠牲になっている。【№３関連】 

○対応方針案は、小中一貫教育校を設置するために小竹小学校を廃校する提案に見える。【№３関連】 

○地域や区全体のことではなく、小竹地域のことを考えて欲しい。 

○旭丘中学校の学級数の増加につながる訳ではないにも関わらず、わざわざ小中一貫教育校を設置する

理由がわからない。【№５の３関連】 

○旭丘地域へ保育園を増やすなどの子どもを増やすための対策をしていないにも関わらず、今後児童数

の増加が見込める小竹小学校を廃校することは納得がいかない。【№３・31関連】 

○小中一貫教育校の前に旭丘小の人数が増える努力をすべき。【№９関連】 

○小竹町からは旭丘小学校より、開進第三小学校や開進第四小学校の方が近い地区もある。【第２回説明

会資料】 

○小竹小学校の児童が旭丘小学校に通うことになった場合、新たなスクールゾーンは設置されるのか。

【№15関連】 

○小竹小学校が廃校になるのではなく３校が廃校となり新学校ができることを強調すべき。【№３関連】 
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Ⅲ 小中一貫教育等について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

17 ○小中一貫教育校の設置

について誰が望んでい

るのか。教育委員会の押

し付けであって、当事者

である保護者や子ども

のことを考えての案だ

とは思えない。 

 

○練馬区では、小学校と中学校が学習指導や生活指導における連携を

図り、９年間を見通した指導方針のもとで子ども達を育てる小中一

貫教育に取り組んでいます。 

○また、練馬区教育委員会では、「練馬区教育・子育て大綱」において

「夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備える子どもたちの育成」

を目標として掲げています。 

○小中一貫教育はこの目標を実現するための施策の一つであり、①授

業改善による学力・体力の向上、②連携指導による豊かな人間性・

社会性の育成、③滑らかな接続による安定した学校生活の確保をね

らいとしています。 

 

18 ○小中一貫教育校を設置

するに至った経緯を知

りたい。 

 

○練馬区では、小学校と中学校が学習指導や生活指導における連携を

図り、９年間を見通した指導方法のもとで子どもたちを育てる小中

一貫教育に取り組んでいます。 

○平成23年４月に、小中一貫教育校大泉桜学園を開校するとともに、

10組の小・中学校を研究グループに指定して、小中一貫教育の研究

と実践を本格的に始め、現在では施設が離れていても全校で小中一

貫教育の取組を進めています。 

○一方で、教育委員会では、小中一貫教育の拠点校として、「練馬地区」

「光が丘地区」「石神井地区」「大泉地区」に施設一体型の小中一貫

教育校を１校ずつ整備することを目指しています。 

○練馬地区においても、大泉地区の大泉桜学園に続く２校目を整備し

たいと考えており、その候補として旭丘・小竹地域の３校を検討対

象としました。 

 

19 ○小中一貫教育校を設置

したいなら、児童・生徒

数の安定している地域

で進めるべきではない

か。 

○郵便番号別の練馬地区では、小中学校が隣接する学校は、旭丘中学

校と旭丘小学校の１か所のみです。 

○また、旭丘中学校の通学区域は旭丘小学校・小竹小学校の通学区域

を合わせた区域です。 

○この３校は、平成23年４月に小・中連携研究グループに指定されて

以来、小中一貫教育に取り組んできた実績があります。 

○こうしたことからも、練馬地区の小中一貫教育の拠点校として、施

設一体型の小中一貫教育校を設置したいと考えています。 
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20 ○小中一貫教育校の設置、

それに伴う教育活動の

デメリットを示して欲

しい。 

○小中一貫教育校のメリットは、児童・生徒が発達段階に応じて、小

中学校の教員が一体となった学校で９年間の義務教育を受けること

ができることです。９年間を通して、児童・生徒の学習状況に応じ

た指導や生活指導の充実を図ることができます。 

○一方、デメリットは、９年間を一貫した学校に在籍するため、人間

関係が固定化されたり、他の小中学校のように児童・生徒が区切り

を意識して新たな学校生活をスタートさせたりすることが難しいこ

とです。 

○デメリットの対応を行うとともに、９年間の学びの中で学力の三要

素である「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習

に取り組む態度」を育み、子ども達一人ひとりが課題を解決してい

く力を身に付けていくことを目指します。 

 

20 

の

２ 

○小中一貫教育校のデメ

リットへの対応策は考

えているのか。実例も示

してほしい。 

20 

の

３ 

○小中一貫教育のデメリ

ットを示し、９年間で何

を学ばせるのか具体的

に示してほしい。 

20

の

４ 

○小中一貫教育校にする

ことの具体的なメリッ

トが全く分からなかっ

た。具体的なメリット・

デメリットを提示して

欲しい。 

 

21 ○小中一貫教育校が設置

されれば、学校教育の質

の低下につながるので

はないか。 

○小中一貫教育校は、９年間を一貫した教育課程を編成し、施設一体

型のメリットを生かして義務教育を行うために設置するものです。 

○小中学校教員が、義務教育９年間を見通して児童・生徒の育成に取

り組むことから、学校教育の質の低下につながらないと考えます。 

○「授業改善による学力・体力の向上」は小中一貫教育のねらいの一

つであり、大泉桜学園では、９年間にわたる一貫した教育課程を編

成し、小学校・中学校合同の研究組織を設置して、学校全体で授業

改善に取り組んでいます。全国学力調査では、全国の平均正答率を

上回っていたり、下回っていたりしていますが、これは実施年度に

より対象となる児童生徒が異なることなどによるものです。学力調

査の結果も踏まえて、さらに授業改善に努めていきます。各種学力

調査結果は、「練馬区小中一貫教育校大泉桜学園検証報告書（平成

28年２月）」において公表しています。 

 

21 

の 

２ 

○小中一貫教育校になる

ことで学力は伸びるの

か。大泉桜学園の現状を

示して欲しい。 
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22 ○学校行事は小学校と中

学校でそれぞれ運営形

態が異なるが、小中一貫

教育校の設置に伴い、一

体的にまとめるのはい

かがなものか。 

 

○小中一貫教育校を設置した場合、学校行事のねらいを踏まえ、全校

で一体的に実施したほうがよいものと、児童・生徒の発達段階に応

じて実施したほうがよいものに分けて、検討していきます。 

23 ○大泉桜学園に通ってい

た児童が、中学校から別

の中学校に進学するこ

とはないのか。 

○大泉桜学園では、小学校の通学区域よりも中学校の通学区域の方が

大きいため、７年生から大泉桜学園以外の小学校から入学する児童

が約30%います。一方で、大泉桜学園以外の中学校に進学する児童

が約25％います。 

○大泉桜学園では、学習指導要領に基づいて学習指導を行っているた

め、別の中学校への進学や、他の小学校から入学に対しても支障が

ないよう対応しています。 
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24 ○旭丘小学校・中学校を母

体として小中一貫教育

校へ移行した場合、小竹

小学校にどのようなデ

メリットがあるのか示

して欲しい。 

○小中一貫教育については、施設が離れていても全校で小中一貫教育

の取組を進めています。 

○そのため、新たに旭丘小学校と旭丘中学校を母体とした小中一貫教

育校を設置した場合でも、小竹小学校と連携して同じ学習内容で授

業を行うため、教育上の支障はないと考えます。 

○一方で、旭丘小学校と旭丘中学校を母体とした小中一貫教育校を設

置した場合、新校を設置する際に、校名・校歌・校章、学校指定用

品、教育方針を地域の方々と検討することになりますが、この検討

は旭丘地域の方が中心となって検討することになります。 

○将来的に児童数の減少に伴い、小竹小学校が閉校となった場合、小

中一貫教育校との対等な統合ではなくなる可能性があります。 

○対等な統合では、統合対象校全てを閉校し、新たな学校を設置し、

あわせて統合新校の校名・校歌・校章などを新たに定めることとな

ります。 

○一方で、旭丘小学校と旭丘中学校を先に統合し、後から小竹小学校

を閉校（対等な統合ではない）する場合は、新たな校名・校歌・校

章などを作成しません。 

○対等な統合、閉校のいずれの場合であっても、これまでの小竹小学

校の取組や特色を引き継ぐことになります。しかし、閉校の場合、

新たな小中一貫教育校には、新たな学校としての取組や特色などが

既にあることが前提になります。 

○新たな学校を設置するにあたり、検討の段階から３校の関係者の

方々に参画していただくことが望ましいと考えています。 

○旭丘小学校・中学校による小中一貫教育校の設置と小竹小学校の建

替えを別に行うことで、単年度の財政負担は軽減できますが、後年

度の財政負担を軽減することはできません。 

○また、学校の改築の際に、仮設校舎の建設に伴い校庭が狭くなる場

合には、隣接校同士で校庭や体育館を融通し合う必要が生じます。

そのため、通学区域が隣接する学校を同時期に改築することは困難

です。 

24

の

２ 

○Ｑ＆Ａの№24に「対等な

統合でなくなる可能性

がある」とあるが、具体

的に示してほしい。 

24 

の

３ 

○旭丘小学校・中学校によ

る小中一貫教育校の設

置、小竹小学校の建て替

えを個別に行うことで、

財政面も少し軽減され

ると思う。新たな案とし

て検討してほしい。 
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25 ○小中一貫教育や大学連

携は、小中一貫教育校の

設置と別問題であり、こ

のことは進めて欲しい。 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校では、旭丘・小竹地域

の特性を活かした魅力ある学校を実現するため、これまでの小中一

貫教育や大学連携の取組や調査研究成果を一層充実させるよう、各

校また３校合同による研究を進めています。 

○例えば、旭丘中学校では、過小規模校ならではの良さを活かし、英

語教育をはじめ、教員の目が行き届いた教育活動が行われています。

英語教育では、教員に加えて文科省の調査研究事業を活用し、学力

向上支援講師が外国語活動のサポートを行っています。また、旭丘

小学校・小竹小学校では芸術活動の一環として和太鼓や吹奏楽など

地域の特性を活かした教育活動が行われています。この活動につい

ても、文科省の調査研究事業を活用し、外部講師による指導を行っ

ています。 

 

26 ○旭丘小学校と旭丘中学

校の特別支援学級につ

いてどのように考えて

いるのか。 

○現在旭丘小学校には、知的障害学級と情緒障害等通級指導学級と難

聴学級（通級学級）があります。また、旭丘中学校には、知的障害

学級があります。 

○区の対応方針案で示した新たな小中一貫教育校を設置する場合に

は、これらの特別支援学級をすべて設置する考えです。 

 

26 

の 

２ 

○大泉桜学園の通学区域

内での入学者数は増加

しているのか。 

○大泉桜学園（大泉学園桜中学校）は、平成23年４月に開校しました。 

○この10年間は、概ね６～８学級で推移していますが、開校前の平成

22年度は141名（６学級）でしたが、開校時の平成23年度は173名

（７学級）で、その後徐々に増加し、平成28年度は237名となり、

この10年間で生徒数は最も多い状況です。 

○開校前の新入生の入学者数は50名前後でしたが、地域の子どもの数

の大幅な増減のない中で、平成23年度からは70名～80名前後の入学

者数が定着しています。 

 

26 

の

３ 

○小中一貫教育校では、小

学生と中学生が休憩時

間に遊んだり、一緒にク

ラブ活動をしているの

か。 

○大泉桜学園は、小学生と中学生が使うグランドを分けているため、

昼休みなどの時間を使って小学生と中学生とが一緒に遊ぶことはあ

りません。 

○大泉桜学園では、小学校５年生より希望する児童を対象に、放課後

の部活動に参加することを認め、中学生とともに活動しています。 

また、放課後等の部活動とは別に、小学校４年生から６年生までは、

学習指導要領に基づいてクラブ活動を実施しています。 

 

  



27 

 

26 

の 

４ 

○小中一貫教育校の設置

によりクラブ活動はど

の程度増えるのか。 

○クラブ活動は、指導にあたる小学校の教員数を踏まえ決定します。

また、クラブ活動の時間は他の小学校と同じ程度で実施しています。 

 

26 

の 

５ 

○小中一貫教育校への移

行期間が一番難しい。子

ども達が分裂しないよ

う、先生・保護者同士が

一体となれるよう配慮

してほしい。 

○現在、旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校の３校では、教育課程

や学校行事、学校施設の在り方について合同で研究を進めています。 

大泉桜学園での取組成果を踏まえ、小中一貫教育校への円滑な移行

ができるよう課題を明らかにし、解決策について検討していきます。 

○これまでに実施した光が丘地域の小学校の統合・再編にあたっては、

統合準備会を立ち上げ、統合まで２年間の準備期間を設け、統合対

象校それぞれの特色を統合新校へ引き継ぐため、十分話し合いを行

い、統合新校の教育方針などを決めた実績があります。 

○こうした実績を踏まえ、統合・再編の進め方を検討していく中で、

保護者・地域の方々や学校・教育委員会事務局などが協力して統合

に向けた準備作業を進めていきたいと考えています。 

○また、統合準備の進捗状況や（仮称）統合準備会の協議内容につい

ては、（仮称）統合準備会だよりや練馬区ホームページなどにより、

適宜、保護者や地域の方々へ情報提供をしていくことを考えていま

す。 

○新校の校名・校歌・校章、学校指定用品、教育方針などの検討は、

（仮称）統合準備会で地域の方々と検討するべき内容と考えており、

現在のところ教育委員会として検討している新校の校名はありませ

ん。 

 

26

の

５

の

２ 

○教育委員会として検討

している新校の校名が

あれば聞きたい。 

 

26 

の

６ 

○小中一貫教育校になっ

た場合、いじめの問題が

心配である。いじめに対

してどのように対応し

ていくのか具体的に検

討してほしい。 

○練馬区では、教育委員会としていじめ対策推進方針を定めるととも

に、すべての学校においてもいじめ対策推進方針を策定しています。

今後、旭丘中学校・旭丘小学校・小竹小学校による小中一貫教育校

を設置した場合、施設一体型の良さを生かし、小中学校教員が一体

となって取り組むための新たな方針を策定し、いじめ撲滅に取り組

んでいきたいと考えています。 

 

26 

の

６

の

２ 

○１年生で何か失敗した

場合、９年生までいじめ

が続くのだろうと思う。 

 

○教育委員会では、「いじめは、人間として絶対に許されない人権侵害

である」「いじめは、どの児童生徒にも、どの学校においても起こり

うるとの認識に立ち、いじめが発生した場合には、いかなる理由が

あっても被害者側に寄り添い組織で対応する」ことを基本姿勢とし、

「いじめ問題対策方針」を定めています。 

○すべての区立小中学校で、保護者や地域の方々とも連携し、いじめ

防止の取組を推進していきます。 
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26

の

７ 

○小中一貫教育校では４

－３－２で学年を区切

るというが、他校が６－

３の枠組みである以上、

他校との試合やコンテ

ストではその枠組みに

合わせるしかないので

はないか。 

○大泉桜学園では、部活動等における公式戦やコンテストについては、

大会規則に基づいて参加しています。今後、小中一貫教育校を設置

した場合でも、同様に対応していきたいと考えます。 

26 

の

８ 

○小中一貫教育校がどの

ような姿になるのか見

えない。まだ未定という

ことか。 

○現在、大泉桜学園の事例を通して小中一貫教育校の姿について説明

しています。今後、対応方針決定後に、大泉桜学園の実績を踏まえ

保護者・地域の方や学校・教育委員会事務局などが協力して新しい

学校づくりを進めていきたいと考えています。 

26 

の

９ 

○小中一貫教育校の現場

の先生、保護者、子ども

のリアルな声を聞きた

い。 

○小中一貫教育校の検証に当たって、現場の先生、保護者、子ども達

へのヒアリングやアンケート調査を実施し、その結果に基づいて検

証を行い報告書としてまとめており、区ホームページ等で公表して

います。 

 

26

の

10 

○小中一貫教育校の成功

事例がない中、案を推し

進めていくことには賛

成できない。 

○大泉桜学園では、発達段階を踏まえ、１～４年生、５～７年生、８・

９年生の三期に分けて学習指導や生活指導を行っています。異学年

交流や各期のリーダーとして４年生、７年生、９年生のリーダー性

が育ってきています。また、小学生が中学生を身近に感じて手本に

したり、小学生のよき先輩になろうという中学生の自覚が一層高ま

ってきています。 

○大泉桜学園の開校に向けた取組や大泉桜学園の検証報告書について

は、区ホームページに掲載しています。 

※トップページ＞区政情報＞学校教育・施設＞小中一貫教育の推進 

 

26

の

11 

○小中一貫教育校の魅力

（校舎のパースなど）を

もっと説明してほしい。 

○９年間の一貫した教育活動を展開することができる施設一体型の利

点を生かし、小中学校教員が一体となって学力・体力・豊かな心が

調和した学びの充実を図っていきたいと考えています。具体的には、

小学校からの英語教育の充実や大学と連携した体力向上への取組、

複合化施設の利点を生かした交流活動、放課後活動の体験活動プロ

グラムの実施などが考えられます。 

○なお、新校の完成予想図（校舎のパース）については、今後、対応

方針を定め、それに基づく行政計画を策定した後に、新校の基本設

計業務を外部発注します。その業務の過程でお示しいたします。 
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26 

の

12 

○学業を考えるなら中高

一貫校の可能性を探っ

てほしい。 

○練馬区では、義務教育を担う９年間の教育活動を充実させることに

より、子ども達一人ひとりが将来の進路について考え、多様な選択

肢の中から子ども達自ら進路を決定していく力を高めることが大切

であると考えています。 

 

26

の

13 

○練馬区以外の小中一貫

教育は成功しているの

か。 

○他自治体においても、成果とともに課題を明らかにして、９年間の

義務教育の質を高めるための小中一貫教育に取り組んでいます。 

 

26 

の

14 

○旭丘・小竹地域で施設分

離型の小中一貫教育校

を実施することは有り

得るのか。 

○仮に、今回お示ししている対応方針案通りではなく、旭丘小学校・

旭丘中学校の２校による小中一貫教育校を設置した場合であって

も、練馬区全体で小中一貫教育に取り組んでいることから、今後も

小竹小学校と旭丘小学校・旭丘中学校による小中一貫教育を進めて

いきます。 

○ただし、従来の小中一貫教育の枠組とするのか、施設分離型の小中

一貫教育校とするかについては、小中一貫教育の内容の充実を図り、

その成果と課題を踏まえ、今後検討するべき課題であると考えてい

ます。 

 

26 

の

15 

○これまでの説明を聞い

ても、子ども達や地域に

とっても、小竹小を廃校

して小中一貫教育校に

するメリットが感じら

れない。 

 

 

○これまで旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校の３校が小中一貫教

育に取り組んできた実績を踏まえ、新たに施設一体型の小中一貫教

育校を設置することで、より高い教育効果を発揮できるものと考え

ています。 

○９年間の一貫した教育活動を展開することができる施設一体型の利

点を生かし、小中学校教員が一体となって学力・体力・豊かな心が

調和した学びの充実を図っていきたいと考えています。 

○旭丘・小竹地域における教育環境には、①過小規模校の解消、②学

校施設の改築、③小中一貫教育を含めた新たな教育需要への対応な

どの課題があります。 

○このような複合的な課題に対して、総合的に取り組むため、これま

での小中一貫教育や地域特性を活かした大学連携の取組を一層進め

るとともに、施設一体型の小中一貫教育校を設置することにより、

旭丘・小竹の地域にとって魅力ある学校づくりを進めたいと考えて

います。 
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「Ⅲ 小中一貫教育等」に関するその他の意見 

○小中一貫教育校になった際の小学生に対する中学生からのいじめが心配である。【№26の５関連】 

○対応方針案には、学校の先生の意見は反映されているのか。【№26の９関連】 

○他自治体では小中一貫教育校の評判が悪く、それを推進するがゆえに子どもが荒れてきているという

噂を聞いている。【№26の13関連】 

○これだけの反対意見があるにも関わらず、結論を急ぐ理由は、文科省の調査研究委託の成果を出すた

めではないか。【№25関連】 

○小中一貫教育校から、どのような高校に進学しているか具体的に教えて欲しい。 

○文科省の言いなりにならず、子どもや地域の意見を尊重して小中一貫教育を進めて欲しい。【№17関

連】 

○ゆとり教育や小中一貫教育など、政策や予算上の都合で子どもの教育環境が変化することから、私学

に児童・生徒が流れてしまうのではないか。【№11・42関連】 
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Ⅳ 改修改築について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

27 ○改築の問題に対して、

小中一貫教育校の設

置が都合よく提案さ

れているように感じ

る。 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の校舎は、いずれも築50年を経

過しており、改築について検討する必要があります。 

○練馬区教育委員会では、児童・生徒数の動向や校舎の改築時期などを

踏まえ、学校の適正配置を進めていくこととしています。 

○また、校舎の改築や学校の適正配置を検討する際には、小中一貫教育

校の可能性についても、あわせて検討することとしています。 

 

28 ○なぜ、これまでの間、

改築を行ってこなか

ったのか。 

○区ではこれまで、建築物の耐用年数を原則60年としており、旭丘小学

校・小竹小学校・旭丘中学校のいずれも60年には到達していないため、

改築はしていません。 

○また、区では「練馬区耐震改修促進計画」の区立小中学校耐震化方針

に基づき、構造耐震基準（Is値0.7）を下回る学校の耐震化を計画的に

進めてきました。耐震改修による耐震化のほか、改築によって耐震化

を行った学校もあります。旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校は、

いずれも改修により耐震化を行いました。 

○今後、適正配置や小中一貫教育校の設置計画、築年数などを総合的に

考慮して順位付けを行い、概ね年間２校ずつ計画的に改築を進めてい

きます。 

 

29 ○計画を進めていく中

で、老朽化も進んでい

くが、耐震化は行われ

ているのか。小竹小学

校の補強工事は、今回

の問題に関わらず進

めて欲しい。 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校のいずれも改修により耐震化を

終えています。 
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30 ○新校舎の建設期間中

の通学先について教

えて欲しい。 

○旭丘小学校・旭丘中学校の敷地を活用し、新たな小中一貫教育校を設

置することを検討しています。 

○校舎の整備に当たっては、改築期間中であっても可能な限り体育の授

業や運動のできる校庭を確保するとともに、仮設校舎に経費をかけな

い工法が望ましいと考えます。 

○そのため、新校舎整備の期間中、いったん旭丘小学校または旭丘中学

校のいずれかに小学校と中学校を併設することを検討しており、旭丘

小学校・旭丘中学校の児童・生徒は併設先に通学していただきます。 

○小竹小学校の児童につきましては、新校舎の竣工後、新校へ通学して

いただくことを検討していきます。こうした対応を行うことにより、

工事に要する概ね５～６年の期間中の教育環境を維持していきたいと

考えています。 

 

31 ○旭丘・小竹地域におけ

る保育・学童について

の行政サービスが十

分でない。学童クラブ

の待機児童問題をど

のようにするのか。保

育園の併設について

は検討していないの

か。 

○区は平成28年度より、小学校施設を活用して、「学童クラブ」と「学

校応援団ひろば事業」のそれぞれの機能と特色を維持しながら運営を

一体的に行う「ねりっこクラブ」事業を開始しています。 

○旭丘・小竹地域における新たな小中一貫教育校において、今後、地域

の方々や学校との相談・調整の上、ねりっこクラブを実施し、学童ク

ラブの待機児童の解消を図りたいと考えています。 

○保育所の待機児童についても、現在、区では「待機児童ゼロ作戦」を

実施することにより、1,000人の定員増を図って、来年４月の待機児

童解消を目指して取り組んでいます。 

 

31

の

２ 

○学童保育の充実をし

て欲しい。 

 

○「練馬区学校施設管理基本計画」では、小学校ではすべての小学生を

対象に放課後の居場所づくりとして、「ねりっこクラブ」の設置を進め

ています。 

○新たな小中一貫教育校には、校舎内に「学童クラブ」のスペースを確

保したいと考えています。 

 

32 ○幼保小中一体型の検

討をして欲しい。 

○教育委員会では、幼稚園、保育園、小学校の連携を進めています。 

○小中一貫教育校の設置にあたり、今後の小中一貫教育校と保育園、幼

稚園との連携について、検討していきます。 
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32

の

２ 

○この地域は園庭など

の設備が整った保育

園や幼稚園の数が少

なく、競争が激しい。

小中一貫教育校を設

置するのであれば、幼

保小中一体の施設を

設置して欲しい。 

 

○平成29年３月に策定した「練馬区学校施設管理基本計画」では、個別

に区立施設を整備するよりも、学校運営や教育活動に配慮して周辺区

立施設との複合化を進めることで、区民サービスの向上や区全体の改

築・改修費用の抑制につなげていくこととしています。なお、旭丘中

学校の学校施設内には、これまでも神の教会保育園分園が設置されて

います。 

○また、教育委員会では、幼児期から児童期への変化を乗り越える力を

養い、幼児期の経験と児童期の学習の連続性を保つために、幼稚園・

保育所（園）・小学校の連携を推進する「幼保小連携」も進めていると

ころです。 

○いただいたご意見については、施設整備の内容を検討する段階で考慮

してまいります。 

 

32

の

３ 

○校舎の建て替えが迫

っているなら、なぜ５

年間も調整とし待た

せるのか。子どもたち

が可哀想だ。 

 

○旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校の３校による小中一貫教育校へ

の再編については、保護者や地域の方々のご意見を伺いながら進めて

いるところです。 

○今後の進捗に応じて、取組内容を「調整」から具体化していきます。 

 

 

「Ⅳ 改修改築」に関するその他の意見 

○旭丘地域に子どもを増やすために、行政はどのような取組を行ってきたのか。 

○子どもの居場所・安全確保などの事例があれば保護者は安心すると思う。【№31関連】 
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Ⅴ その他 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

33 ○対応方針案の根幹に

あるのは予算上の問

題ではないのか。今

後、財政状況も示し、

学校を維持していく

のがどの程度困難な

ことかを具体的に説

明するべきである。 

○対応方針案は、児童数の減少に伴う学校の過小規模化、小中一貫教育

の推進、地域特性を活かした魅力ある学校づくり、効果的・効率的な

学校改築の実現という複合的な課題を総合的に解決する方針として

ご説明しています。 

○練馬区の児童・生徒数はピーク時の約６割となっており、今後も緩や

かに減少していく見込みですが、学校数はピーク時と大きく変わって

おらず、学校の過小規模化が進んでいます。学校は、集団生活を通し

て児童・生徒の豊かな人間性や社会性を育て、学力や体力の向上を図

る場です。子どもたちの良好な教育環境を確保するため、過小規模校

を中心として学校の統合・再編を進めていく必要があります。 

○区の学校施設は、旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校を含め、全体

の約４割が築50年以上経過しています。また、１校あたりの改築費用

は、校舎のみで約25億円、体育館等を含めると約36.7億円です。現在

の学校施設の規模をそのまま維持するものとして試算した場合、今後

30年間に必要になる改修・改築費用は約3,833億円となります。この

場合の１年あたりの費用は約128億円で、過去10年間の改築・改修実

績の年間平均費用33億円を大きく上回ります。 

○一方、改築にあたっては、小中一貫教育や習熟度別学習、ＩＣＴ学習

への対応など、学習環境の充実を図りたいと考えています。 

○旭丘・小竹地域におけるこれまでの小中一貫教育や地域特性を活かし

た大学連携の取組みを一層進めるとともに、施設一体型の小中一貫教

育校を設置することにより、魅力ある学校づくりを進めたいと考えて

います。 

○統合と改築では、国庫補助金の補助率などが異なることから、区の財

政負担は異なります。しかし、財政負担のみを捉え、対応方針案をお

示ししているわけではありません。 

33 

の

２ 

○国庫補助金の差（補助

率：統合の場合1/2、

改築のみ1/3）を考え

て、統合をしようとし

ているのか。 

34 ○他区との区境にある

学校について、行政の

垣根を越えて協議す

ることはできないの

か。 

○現在、区境にお住まいの方が、ご自身の事情により他区の学校に通う

場合は、相互の教育委員会が連携して指定校変更の事務手続きを行っ

ています。 

○地方自治法に基づいて、地方公共団体の一部の事務を他の地方公共団

体に委ねることは可能ですが、委ねた場合、権限と責任は受託した地

方公共団体に帰属します。 

○練馬区にお住まいの子どもたちの学校教育は、練馬区の責任において

行うことが原則です。他の区を含んだ一定の区域で、学校が隣接して

おり、他の区の学校に通うことが可能だとしても、練馬区の一部の区

域の子どもたちの学校教育を他の区に委ねることは考えていません。 
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35 ○子どもの将来の教育

環境を考えるという

意味で、用途地域の問

題など客観的な分析

も行う必要がある。 

○東京都教育人口等推計は、５年先まで見通した推計になります。 

○ただし、周辺の宅地開発や転出・転入、指定校変更の状況等により、

大きく数値が変動することがあります。 

○旭丘地域と小竹地域では、主な用途地域が異なりますが、用途地域が、

大規模な宅地開発につながるかどうかは一概には予測ができません。 

○今後も、最新の将来推計を基本に児童・生徒数、学級数の推移につい

て注視していきます。 

 

36 ○小竹小学校の取組や

特色などを、新校へど

のように引き継いで

いくのか。 

○区内では、平成22年４月に光が丘地区内の８校の小学校を４校に統

合・再編しました。 

○統合・再編にあたっては、（仮称）統合準備会を立ち上げ、統合まで

２年間の準備期間を設け、統合対象校それぞれの特色を統合新校へ引

き継ぐため、準備会や教職員間で十分話し合いを行い、統合新校の教

育方針などを決めた実績があります。 

○こうした実情を踏まえ、統合・再編の進め方を検討したいと考えてい

ます。 

 

37 ○ＩＣＴ教育を進める

ために必要な教員の

スキルはあるのか。 

○ＩＣＴ教育を推進するために、小学校と中学校にＩＣＴ推進校を指定

して、研究を進めています。 

○教員のスキルについては、ＩＣＴ推進校での成果と課題を踏まえ、教

員のスキル向上策を検討していきます。 

 

38 ○対応方針案を示した

ことにより、子ども達

に動揺が広がってい

る。心のケアについて

対応して欲しい。 

○学校には、スクールカウンセラーや心のふれあい相談員が配置されて

います。 

○担任の先生を含め、児童・生徒や保護者からの多様な教育相談に応じ

られるよう、配慮いたします。 

39 ○小竹小学校は地域の

避難拠点としての役

割を担っているが、計

画中に実際に災害が

起きた場合、どのよう

にすればよいのか。 

○【主な意見：№30】でお示ししているとおり、新たな小中一貫教育校

を整備する際には仮設校舎を用いない工法で行うことを検討してい

きます。 

○小竹小学校は小中一貫教育校が開設するまで現在地にそのまま存続

するので、計画中に災害が起きた場合でも避難拠点としての役割を担

います。 

○新たな小中一貫教育校開設後の避難拠点のあり方については、適正配

置後の状況や避難拠点運営連絡会の方々の意見を踏まえ検討してい

きます。 
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40 ○小竹小学校の跡地活

用の考え方次第で反

対意見も変わると思

うが、どのような計画

があるのか。 

○小竹小学校の跡施設等（統合により学校として使用されなくなった敷

地や建物）の活用については、区全体の重要な課題です。 

○将来人口の見通しや区民ニーズの変化などを踏まえ、地域の方々のご

意見を伺いながら今後検討していきます。 

 

40

の

２ 

○旭丘中学校の不登校

の状況について知り

たい。 

○旭丘中学校では、学校教育支援センター等の関係機関との連携を図り

ながら、学校復帰に向けた支援を行っています。 

 

40

の

３ 

○他自治体では、学校跡

地が活用されていな

いことも報告されて

いる。跡地利用につい

て意見をすると要望

を聞いてもらえるも

のなのか。跡地利用に

ついてのプロセスを

聴きたい。 

 

○具体的な学校跡地の活用については、基本的に区議会で学校設置条例

が改正された後、検討することになります。 

○学校跡地の活用について、地域の方々から多くのご心配をいただいて

います。区では、地域の状況や区民ニーズ等を考慮して活用方法を検

討することとしております。いただいたご意見・ご要望については区

として検討していきます。 

○「小竹小学校の跡施設については、区の計画や地域のニーズ等を踏ま

えて検討を行う」ことについて、平成28年度にお示しした対応方針案

に明記しています。 

○また、第３回の説明会の場においても、その旨を重ねて説明していま

す。 

 

 

40

の

４ 

○保育園が少ないため、

小竹町に保育園を設

置して欲しい。学校跡

地の利用について、小

中一貫教育校の設置

と同時に検討するこ

とはできないのか。 

 

40

の

５ 

○跡地がビルになると

いう噂は本当なのか。 
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Ⅵ 資料提供等について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

41 ○小中一貫教育校を設

立した場合に見込ま

れる将来的な児童数

の推移などを記載し

て欲しい。 

○東京都教育人口等推計は向こう５年間の推計です。平成33年度の旭丘

小学校の児童数は242名（155.1％増）、小竹小学校の児童数は435名

（159.9％増）、旭丘中学校の生徒数は161名（9.6％減）を見込んでい

ることから、施設一体型の小中一貫教育校の適正規模である18～27

学級を満たす、１～９年生で25学級、児童・生徒数850名程度となる

ことを見込んでいます。 

○一方で、小中一貫教育校の設置工事に要する期間は概ね５～６年程度

となることから、設計に要する期間も考慮すると教育委員会が現在使

用している手法で、向こう７～８年先の児童・生徒数の推移を予測す

ることは困難です。 

○今後もこれまでの小中一貫教育や大学連携の取組を一層進めるとと

もに、新しい学校の設置に向けた取組を地域に向けて積極的に情報発

信を行うことにより、児童・生徒数の増加につながるような魅力ある

学校づくりを進めます。 

 

41

の

２ 

○小中一貫教育校にな

れば800人の児童生徒

数になり、先生方の目

が行き届かないので

はないか。 

 

○施設一体型の小中一貫教育校の適正規模である18～27学級を満たす、

１～９年生で24学級程度、児童・生徒数800名程度となることを見込

んでいます。 

○教員数は学級数に応じて配置されることから、先生方の目が行き届く

教育環境を確保できるものと考えています。 
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42 ○地域の未就学児のう

ち、何％が小竹小学校

に入学し、何％が旭丘

小学校に入学してい

るのかの内訳が欲し

い。 

○平成28年度の旭丘・小竹地域の１～６年生の学齢者の就学状況は、以

下のとおりです。 

【旭丘一丁目：90人】 

旭丘小学校 68人(75.6%)、小竹小学校  0人( 0.0%)、 

他区立校   0人( 0.0%)、区外     11人(12.2%)、 

国都私立  11人(12.2%) 

【旭丘二丁目：55人】 

旭丘小学校 48人(87.3%)、小竹小学校  1人( 1.8%)、 

他区立校   1人( 1.8%)、区外     5人( 9.1%)、 

国都私立   0人( 0.0%) 

【小竹町一丁目：181人】 

小竹小学校136人(75.1%)、旭丘小学校 17人( 9.4%)、 

他区立校   8人( 4.4%)、区外    11人( 6.1%)、 

国都私立   9人( 5.0%) 

【小竹町二丁目:134人】 

小竹小学校106人(79.1%)、旭丘小学校  2人( 1.5%)、 

他区立校   8人( 6.0%)、区外     4人( 3.0%)、 

国都私立   14人(10.4%) 

○平成28年度の旭丘中学校の通学区域内の就学状況は、以下のとおりで

す。 

【旭丘中学校通学区域内：258人】 

 旭丘中学校135人(52.3％)、他区立校  25人(  9.7%) 

 国都私立  92人(35.7％)、区外      6人(2.3%) 

 

42 

の

２ 

○旭丘中学校が小規模

になっている要因の

データを資料として

示してほしい。 

43 ○前回の適正配置で統

廃合を行った際の資

料が欲しい。 

○区立学校適正配置第一次実施計画および学校統合についてのアンケ

ートについては、区ホームページに掲載しています。 

※トップページ＞区政情報＞学校教育・施設＞区立学校の適正配置の推

進 

 

44 ○大泉桜学園の検証結

果などの資料が欲し

い。 

○大泉桜学園の開校に向けた取組や大泉桜学園の検証報告書について

は、区ホームページに掲載しています。 

※トップページ＞区政情報＞学校教育・施設＞小中一貫教育の推進 

 

45 ○これまでの協議内容

や説明会、今後の説明

会についてはホーム

ページで情報公開し

て欲しい。 

○「旭丘・小竹地域の教育環境を考える会」については、非公開として

います。 

○今回の説明会を含め、今後については可能な範囲で配布資料や主な意

見等について公開していきます。 
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45

の

２ 

○年１回の説明会では、

前回までの状況がわ

からなくなる。現在の

状況と今後の見通し

を一覧できる資料が

欲しい。 

 

○これまでご説明してきた内容について、当日ご出席いただいた方が振

り返ることができる資料を配布することについて、今後の検討課題と

させていただきます。 

○これまでの説明会等で寄せられた主な意見等に対する区の考え方に

ついては、説明会の場で配布しております。 

○なお、これまでの説明会で配布した資料については、区のホームペー

ジで公表しています。 

 

 


